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　宅建士本試験は、例年4月1日現在施行中の法令等に基づいて出題されます。
本書執筆時（2025年9月末）以後に施行が判明した法改正情報については、
TAC宅建士講座の『法律改正点レジュメ』にて対応いたします。
※ 2026年7月よりTAC出版ウェブページ「TAC出版オンラインストア」内で無料公開（パスワー
ドの入力が必要です）

ご確認方法

　●　　　　　 で　　 し、TAC出版ウェブページ「TAC出版オンラインストア」
へアクセス

　●「書籍連動ダウンロードサービス」を選択し、「宅地建物取引士　法律改正
点レジュメ」に進み、パスワードを入力してください。

パスワード：
公開期限：2026年度宅建士本試験終了まで

★法改正・統計情報対策も万全 !!『法律改正点レジュメ』のご案内★

ご確認方法

　●　　　　　 で　　 し、TACウェブページ「TAC出版オン
ラインストア」へアクセス

　●「書籍連動ダウンロードサービス」を選択し、「わかって
合格る宅建士 分野別過去問題集」に進み、パスワード
を入力してください。

パスワード： 　※『法律改正点レジュメ』のパスワードとは異なります。
公開期限：2026年度宅建士本試験終了まで

※ もっと勉強したい人は、『わかって合格る宅建士 一問一答セレクト
1000』がオススメ！

　 　本特典の問題は、シリーズ本『わかって合格る宅建士 一問一答
セレクト1000』に収録されているものです。より本格的に一問一
答の学習をしたい方は、こちらの本をぜひお求めください！　本書
で更なる問題演習を行うことで、得点力が飛躍的にアップします！

　読者様への特典として、頻出論点を厳選した200問の「一
問一答PDF」がダウンロード可能です。スキマ時間を有効活
用して合格を勝ち取りましょう！
※2025年11月末公開予定

民法等

2026年度版

わかって合
う

格
か

る
宅建士

第1編

読者特典

分野別過去問題集

一問一答 Q 001
建物の敷地に供せられる土地は、都
市計画法に規定する用途地域の内外
を問わず宅地であるが、道

どう

路
ろ

、公
こう

園
えん

、河
か

川
せん

等の公共施設の用に供せら
れている土地は、用途地域内であれ
ば宅地とされる。

契約の全体像1
契約の成立要件などど件な立要件成立約の契 など要件成立要の成契約Sec. 1

契約を結ぶときに問題となることChap.1

★スマホ学習にも対応！『一問一答PDF』Webダウンロードサービス★
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　宅建士試験に合格するには、インプットはもちろん、アウトプットもとても重要です。
実際に過去問を解くことで、どんな内容が問われるのか、その範囲や深さなど、試験の
傾向がわかります。さらには自分の理解不足なところが見つかり、なにを勉強すべきか
がわかります。過去問はまさに、宝（合格情報）の山なのです。
　本書は全部で305問の問題を収録しています。学習効果を考えて選び抜かれた問題は、
それぞれ中身がつまった良問ばかりです。
　『わかって合格る宅建士 基本テキスト』を読んだら、すぐに本書で該当箇所の問題を
解き、理解が足りない部分があれば、『基本テキスト』で正確な知識を頭に入れ直す。
そして同時に、関連知識も確認する。こうしたサイクルを繰り返すことで、知識が整理
され、理解も深まり、点だった知識が線となり、やがて面になっていきます。宅建士試
験での合格に絶対不可欠な重要ポイントがしっかりとした理解に裏付けされ、頭に刻み
込まれていくはずです。

　本書には以下のような特長があります。
①　問題文だけではイメージしにくいものには図解を用意。『ちょっとだけヒント』
で解答を導く際のコツもアドバイスしています。

②　『肢別のテーマ』一覧では選択肢でなにが問われているのか、〔頻出〕〔ひっかけ〕
〔難〕といったアイコンでは選択肢のタイプをお知らせしています。
③　『ココがポイント！』では、問題の関連知識やまとめなど、学習に役立つ情報
を紹介しています。

④　持ち運びに便利な４分冊形式です。『基本テキスト』の参照部分も記載してい
ますので、ぜひセット学習にお役立てください。

　皆さんが本書を存分に活用され、宅建士本試験に合格されることを心よりお祈りして
います。

2025年10月
TAC宅建士講座

は じ め に
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　人の表現には、言葉の他に、言葉以外のニュアンスで相手に伝
わることもある。

ちょ
っとだけ

ヒント

図 解

売買契約

詐欺

売買契約

土地
A B

C

D

　Ａが、Ａ所有の土地をＢに売却する契約を締結した場合に関する次の記述のう

ち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

　ＡのＢに対する売却の意思表示がＣの詐欺によって行われた場合で、Ｂが

そのＣによる詐欺の事実を知っていたとき、Ａは、売却の意思表示を取り消

すことができる。

　ＡのＢに対する売却の意思表示がＢの強迫によって行われた場合、Ａは、

売却の意思表示を取り消すことができるが、その取消しをもって、Ｂからそ

の取消し前に当該土地を買い受けた善意かつ無過失のＤには対抗できない。

　Ａが、自分の真意でないと認識しながらＢに対する売却の意思表示を行っ

た場合で、ＢがそのＡの真意でないことを知っていたとき、Ａは、売却の意

思表示の無効を主張できる。

　ＡのＢに対する売却の意思表示につき法律行為の目的及び取引上の社会通

念に照らして重要なものに錯誤があった場合、Ａは、売却の意思表示を取り

消すことができるが、Ａに重大な過失があったときは、取り消すことができ

ないことがある。

❶

❷

❸

❹

CHECK! 重要度

意思表示 ①
過去の本試験  H10-問7改

★
★★7

本書の特長

問題文だけではイメージ
しにくいものには図解を
用意しました。

出題された年度・問題番
号です。なお、法改正な
どによる改題がされてい
る問題には「改」と付い
ています。

間違えた問題には、必ず
印を付けておきましょ
う。試験直前は印が多い
箇所を重点的に復習しま
しょう。

問題を解く際のコツなど
を解説しています。

各問題・選択肢の出題論
点を記載。どんなテーマ
を学習しているのかを意
識することで、より理解
が深まります。

問題・選択肢別
のテーマ

重要な順から★★★～★まで、★マークで表
示しています。まずは最重要の★★★から解
くなど、学習の進捗度に応じてチャレンジし
ましょう。

すべての問題に重要度
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❶第三者詐欺 ❷取消しと第三者（強迫）
❸心裡留保 ❹表意者の重過失と錯誤取消し

〇　相手方が第三者の詐欺の事実を知っていた場合、騙された者は、詐欺取
消しができる。
　第三者（C）による詐欺の場合、相手方（B）が善意かつ無過失であれば、
表意者（A）は意思表示を取り消すことはできないが、悪意又は過失があ
れば取り消すことができる（民法96条２項）。

×　Ａは、取消しをもって、取消し前の善意かつ無過失の第三者Ｄに対抗で
きる。
　強迫による取消しは、善意かつ無過失の第三者にも対抗できる（121条、
96条３項反対解釈）。詐欺による取消しが、善意かつ無過失の第三者には
対抗できないこと（96条３項）と対比すること。

〇　自分の真意でないと認識しながら行った意思表示（心裡留保）は、相手
方が悪意ならば無効になる。
　心裡留保は、原則として有効だが、例外として、相手方（B）がその意
思表示が表意者の真意ではないことについて悪意または有過失のときは、
無効になる（93条１項）。なお、心裡留保による無効は、善意の第三者に
対抗できない（93条２項）。

〇　Ａに重過失がある場合、Ａは、取り消すことができないことがある。
　法律行為の目的および取引上の社会通念に照らして重要なもの（法律行
為の要素）に錯誤があった場合でも、表意者に重過失があるときは、原則
として、取り消すことができず、例外として、①相手方が悪意または重過
失である場合、②相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていた場合は、重過
失があっても取り消すことができる（95条３項）。

❶
頻出

❷

❸

❹

肢別の
テーマ

第１編「民法等」　Chap.1-Sec.3  「わか合格基本テキスト」

　本問を解くにあたって必要な知識ではないが、近時の法改正に関連する
以下の項目には注意しよう。
① 　相手方の詐欺による意思表示の取消しは、善意かつ無過失の第三者に
対抗できない（第三者の保護の要件として無過失まで要求）。

② 　心裡留保による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗できない（第
三者保護が新たに規定された）。

ココがポイント

解　説　……………………………………………………………正 解 2
問題の解答や、解説の一
部は赤シート対応です。

よく狙われる論点です。確実に正誤を判断できるようにしましょう。

少しひねりのある選択肢です。ひっかからないように注意しましょう。

難易度は高いですが、それだけに得点に差がつく選択肢です。本試験までに
は必ずマスターしましょう。

頻出

ひっかけ
！
難

可能な限り、各解説の最
初に結論を示しました。
「その選択肢のどこが異
なっているから×」など
を簡潔に記載していま
す。結論をふまえたうえ
で解説を読めば、いっそ
う理解が深まります。

特に重要な語句や内容は
赤字や太字で表記してい
ます。

わからなかったところは
『基本テキスト』で必ず
復習しましょう。

問題の関連知識やまとめ
など、学習に役立つ情報
を紹介しています。

解説は
まず結論から

アイコンで選択肢のタイプを表示
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CHECK! 重要度

　Ａは、Ｂとの間で、Ｂ所有の不動産を購入する売買契約を締結した。ただし、

ＡがＡ所有の不動産を2026年12月末日までに売却でき、その代金全額を受領

することを停止条件とした。手付金の授受はなく、その他特段の合意もない。こ

の場合、民法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。

　2026年12月末日以前でこの停止条件の成否未定の間は、契約の効力が生じ

ていないので、Ａは、この売買契約を解約できる。

　2026年12月末日以前でこの停止条件の成否未定の間は、契約の効力が生じ

ていないので、Ｂは、この売買契約を解約できる。

　2026年12月末日以前でこの停止条件の成否未定の間に、Ａが死亡して相続

が開始された場合、契約の効力が生じていないので、Ａの相続人は、この売

買契約の買主たる地位を相続することができない。

　Ａが、Ａ所有の不動産の売買代金の受領を拒否して、故意に停止条件の成

就を妨げた場合、Ｂは、その停止条件が成就したものとみなすことができる。

❶

❷

❸

❹

　条件成就を妨げるという信義に反する行為をしたＡに、不利益
を免れさせるのは不当では……？

ちょ
っとだけ

ヒント

停止条件 ①
過去の本試験  H15-問2改

★
★★1
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　❹は、条件の成就によって不利益を受ける当事者が、故意に条件成就を
妨げると、相手方は条件が成就したとみなすことができる旨の規定である。
　なお、条件成就によって利益を受ける当事者が不正に条件を成就させた
ときは、相手方は条件が成就しなかったとみなすことができる旨の規定も
ある（130条２項）。

ココがポイント

第１編「民法等」　Chap.1-Sec.1  「わか合格基本テキスト」

❶停止条件の意味 ❷停止条件の意味
❸条件の成否未定の間における地位の相続 ❹条件の成就の妨害

×　Ａは、契約を解約できない。
　停止条件付きの契約は、条件成就の時から効力が生ずるので（民法127
条１項）、停止条件の成否未定の間は契約の効力が生じていないとする点
は正しい。しかし、停止条件付きの契約そのものは、契約締結時に有効に
成立しており、解除事由もないのに、契約の解約はできない。

×　Ｂは、契約を解約することはできない。
　❶と同様の理由で、Ｂも解約できない。

×　Ａの相続人は、買主たる地位を相続できる。
　停止条件付きの売買契約を締結した場合、条件成就前は契約の効力が生
じていないだけであり、契約は成立している以上、売主や買主の地位は発
生している。したがって、条件の成否未定である間においても、当事者の
地位は、普通の売買契約を締結した場合と同様に、相続の対象になる（129
条）。

〇　Ｂは、その停止条件が成就したものとみなすことができる。
　条件の成就によって不利益を受ける当事者が故意に条件の成就を妨げた
ときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる（130
条１項）。信義に反する行為をした者に、不利益を免れさせるのは不当だ
からである。

❶

❷

❸

❹

肢別の
テーマ

解　説　……………………………………………………………正 解 4
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CHECK! 重要度

　Ａは、Ｂとの間で、Ａ所有の山林の売却について買主のあっせんを依頼し、そ

の売買契約が締結され履行に至ったとき、売買代金の２％の報酬を支払う旨の停

止条件付きの報酬契約を締結した。この契約において他に特段の合意はない。こ

の場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているもの

はどれか。

　あっせん期間が長期間に及んだことを理由として、Ｂが報酬の一部前払を

要求してきても、Ａには報酬を支払う義務はない。

　Ｂがあっせんした買主Ｃとの間でＡが当該山林の売買契約を締結しても、

売買代金が支払われる前にＡが第三者Ｄとの間で当該山林の売買契約を締結

して履行してしまえば、Ｂの報酬請求権は効力を生ずることはない。

　停止条件付きの報酬契約締結の時点で、既にＡが第三者Ｅとの間で当該山

林の売買契約を締結して履行も完了していた場合には、Ｂの報酬請求権が効

力を生ずることはない。

　当該山林の売買契約が締結されていない時点であっても、Ｂは停止条件付

きの報酬請求権を第三者Ｆに譲渡することができる。

❶

❷

❸

❹

　Ａは、Ｂの連れてきたＣと契約まで結んでいるのに、Ｂに報酬
を支払わなくていいのだろうか？

ちょ
っとだけ

ヒント

停止条件 ②
過去の本試験  H18-問3

★
★★2
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第１編「民法等」　Chap.1-Sec.1 「わか合格基本テキスト」

　民法の世界では“ズルイこと”は許されない。停止条件の理解にあたっ
ても、同様の観点から考えておこう。

ココがポイント

❶停止条件の意味 ❷条件の成就の妨害
❸不能条件 ❹条件の成否未定の間における権利の処分

〇　まだ停止条件が成就していないから、Ａには報酬を支払う義務はない。

　停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる（民
法127条１項）。

×　Ｂは、その条件が成就したとみなすことができ、報酬請求権の効力を生
じさせることができる。

　条件の成就により不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げ
たときは、相手方は、その条件が成就したとみなすことができる（130条
１項）。相手方のＢの期待権を保護するためである。

〇　Ｂの報酬請求権が効力を生ずることはない。

　すでにＡは第三者Ｅとの間で当該山林の売買契約を締結して履行も完了
していたので、Ｂのあっせんにより別の売買契約を成立させることは不可
能である。このように、条件が成就しないことが停止条件の付いた法律行
為時に確定していた場合は、その法律行為（既成条件）は無効である（131
条２項）。

〇　停止条件付きの報酬請求権も譲渡することができる。

　条件の成就によって利益を受ける当事者は、条件の成否未定の間でもそ
の利益に対する期待をもっている。そこで、条件の成否が未定である間に
おける当事者の権利義務は、普通の権利義務と同様に、処分し、相続し、
もしくは保存し、またはそのために担保を供することができる（129条）。

❶

❷

❸

❹

肢別の
テーマ

解　説　……………………………………………………………正 解 2
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CHECK! 重要度

　意思無能力者又は制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判

例によれば、正しいものはどれか。

　意思能力を欠いている者が土地を売却する意思表示を行った場合、その親

族が当該意思表示を取り消せば、取消しの時点から将来に向かって無効とな

る。

　年齢18歳の者が単独で土地を売却する意思表示を行った場合、その者は未

成年者であり法定代理人の同意を得ていないことを理由として当該意思表示

を取り消すことができる。

　成年被後見人が成年後見人の事前の同意を得て土地を売却する意思表示を

行った場合、成年後見人は、当該意思表示を取り消すことができる。

　被保佐人が保佐人の事前の同意を得て土地を売却する意思表示を行った場

合、保佐人は、当該意思表示を取り消すことができる。

❶

❷

❸

❹

　成年被後見人は、どんな判断能力の程度の人が想定されている
んだろう。

ちょ
っとだけ

ヒント

制限行為能力者制度 ①
過去の本試験  H15-問1改

★
★★3
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❶意思無能力者の行為の効力 ❷未成年者の行為の効力
❸成年被後見人の行為の効力 ❹被保佐人の行為の効力

×　意思無能力者の意思表示は無効であり、取消しはできない。

　意思能力は、契約などの法律行為を行うために必要な判断能力であり、
この意思能力を欠いている者の法律行為は、無効となる（民法３条の２）。

×　18歳の者は成年者であり、取消しはできない。

　年齢18歳をもって成年とする（４条）。ゆえに、18歳の者は成年者であ
り、法定代理人はおらず、単独で土地を売却できる。

〇　成年後見人の同意があっても、成年被後見人の意思表示は、取り消せる。

　成年被後見人の法律行為は、原則として、成年後見人が代理して行わな
ければならず（859条１項）、成年被後見人が行った行為は、日常生活に関
する行為以外は取り消すことができる（９条）。成年後見人の同意がある
ときでも取り消すことができ、同意をした成年後見人も取り消すことがで
きる（120条１項）。

×　被保佐人が保佐人の事前の同意を得ている場合は、取り消すことはでき
ない。

　被保佐人が保佐人の同意を得ないで、不動産の売却などの重要な財産上
の行為をした場合は、被保佐人や保佐人は、取り消すことができる（13条
１項・４項、120条１項）。しかし、被保佐人が保佐人の事前の同意を得て
行った行為は、取り消すことはできない。

❶
頻出

❷

❸

ひっかけ
！

❹

肢別の
テーマ

第１編「民法等」　Chap.1-Sec.2「わか合格基本テキスト」

　令和４年（2022年）４月１日より、18歳から成年者となった（４条）。
また、婚姻年齢も、男女とも18歳となった（731条）。この改正により、
未成年者の婚姻による成年擬制の制度は廃止された。

ココがポイント

解　説　……………………………………………………………正 解 3
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CHECK! 重要度

　行為能力に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

　成年被後見人が行った法律行為は、事理を弁識する能力がある状態で行わ

れたものであっても、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他

日常生活に関する行為については、この限りではない。

　未成年者が、その法定代理人の同意を得ずに行った法律行為は、単に権利

を得、又は義務を免れる法律行為についても、取り消すことができる。

　精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者につき、４親等

内の親族から補助開始の審判の請求があった場合、家庭裁判所はその事実が

認められるときは、本人の同意がないときであっても同審判をすることがで

きる。

　被保佐人が、保佐人の同意又はこれに代わる家庭裁判所の許可を得ないで

した土地の売却は、被保佐人が行為能力者であることを相手方に信じさせる

ため詐術を用いたときであっても、取り消すことができる。

❶

❷

❸

❹

制限行為能力者制度 ②
過去の本試験  H20-問1改

★
★★4
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❶成年被後見人の行為（日常生活に必要な行為） ❷未成年者の行為の効力
❸補助開始の審判 ❹制限行為能力者による詐術 

〇　成年被後見人が行った法律行為は、原則として、取り消すことができる。
　成年被後見人が行った法律行為は、それが事理弁識能力がある状態で行
われたものであっても、原則として、取り消すことができる。ただし、日
用品の購入その他日常生活に関する行為については、取り消すことができ
ない（民法９条）。

×　未成年者は、単に権利を得る等の法律行為は取り消すことができない。
　未成年者が法定代理人の同意を得ずに行った法律行為は、取り消すこと
ができる（５条１項・２項）。しかし、単に権利を得、または（単に）義
務を免れる法律行為は、未成年者は損をする行為ではないので、取り消す
ことはできない。

×　本人以外の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意が必要。
　精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、
家庭裁判所は、本人、配偶者、４親等内の親族、検察官等の請求により、
補助開始の審判をすることができる（15条１項）。もっとも、本人以外の請
求により補助開始の審判をするには、本人の同意が必要である（15条２項）。

×　行為能力者であると信じさせるため詐術を用いたときは、取り消すこと
ができない。
　被保佐人が、保佐人の同意またはこれに代わる家庭裁判所の許可を得な
いでした不動産の売却は、取り消すことができる（13条４項）。しかし、
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたと
きは、その行為を取り消すことができない（21条）。

❶

❷
頻出

❸

❹
頻出

肢別の
テーマ

第１編「民法等」　Chap.1-Sec.2 「わか合格基本テキスト」

　❸で、補助開始の審判に「本人の同意が必要」とされているのは、被補
助人の判断能力の減退が軽度であり、本人の自己決定を尊重する必要があ
るためである。

ココがポイント

解　説　……………………………………………………………正 解 1
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CHECK! 重要度

　制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものは

どれか。

　土地を売却すると、土地の管理義務を免れることになるので、未成年者が

土地を売却するに当たっては、その法定代理人の同意は必要ない。

　成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建

物を売却するためには、家庭裁判所の許可が必要である。

　被保佐人については、不動産を売却する場合だけではなく、日用品を購入

する場合も、保佐人の同意が必要である。

　被補助人が法律行為を行うためには、常に補助人の同意が必要である。

❶

❷

❸

❹

　成年被後見人にとっては、居住用不動産の処分が特別の重要な
意味をもつことがある。

ちょ
っとだけ

ヒント

制限行為能力者制度 ③
過去の本試験  H22-問1改

★
★★5
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